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J
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D
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U
TU

R
E

S
IN

D
U

ST
R

Y
 A

S
S

O
C

IA
TI

O
N

日
本
商
品
先
物
振
興
協
会

個
人
の
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
税
制
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

商
品
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
関
す
る
税
金

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
所
得
は
申
告
分
離
課
税

個
人

の
方

が
国

内
の

商
品・

金
融・

有
価

証
券

を
原

資
産

と
す

る
取

引
所

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
又

は
店

頭
デ

リ
バ

テ
ィブ

取
引（

以
下

、単
に「

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
」と

い
い

ま
す

。具
体

的
な

例
に

つ
い

て
は

、P
４を

ご
覧

く
だ

さ
い

。）
の

差
金

決
済

や
オ

プ
シ

ョ
ン

の
権

利
行

使・
被

権
利

行
使（

以
下

、単
に「

差
金

等
決

済
」と

い
い

ま
す

。）
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
り

年
間

の
損

益
を

通
算

し
て

利
益

と
な

っ
た

場
合

に
は

、そ
の

決
済

を
行

っ
た

日
の

属
す

る
年

分
の

所
得

とし
て

、
他

の
所

得
と

合
算

し
な

い「
申

告
分

離
課

税
」に

よ
り

課
税

さ
れ

ま
す

。受
渡

し
に

よ
る

決
済

は
対

象
と

な
り

ま
せ

ん
。

な
お

、商
品

先
物

取
引

業
者（

以
下

、単
に「

商
先

業
者

」と
い

い
ま

す
。）

は
、差

金
等

決
済

が
行

わ
れ

た
顧

客
の

取
引

に
つ

い
て

、損
益

に
か

か
わ

ら
ず

、顧
客

の
氏

名
、住

所
、約

定
価

格
等

を
記

載
し

た「
先

物
取

引
に

関
す

る
調

書
（

以
下

、単
に「

調
書

」と
い

い
ま

す
。）

」を
、原

則
とし

て
、そ

の
差

金
等

決
済

が
あ

っ
た

日
の

属
す

る
年

の
翌

年
の

1月
末

日
ま

で
に

、当
該

商
先

業
者

の
所

在
地

の
所

轄
税

務
署

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

な
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、平

成
28

年
1月

以
降

の
お

取
引

に
関

し
て

提
出

す
る

調
書

に
は

、原
則

とし
て

、顧
客

の
個

人
番

号（
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
）を

記
載

す
る

こ
と

が
商

先
業

者
に

義
務

付
け

ら
れ

て
お

り
、こ

れ
に

関
し

て
商

先
業

者
は

お
客

様
に

同
番

号
の

提
供

を
お

願
い

す
る

こ
と

とさ
れ

て
い

ま
す

。

税
率
は
20
％（
所
得
税
15
％
、住
民
税
5％
）

居
住

者
又

は
国

内
に

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
が

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
差

金
等

決
済

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

り
生

じ
た

利
益

に
対

し
て

15
％

の
税

率
に

よ
り

所
得

税
が

課
税

さ
れ

ま
す

。ま
た

、居
住

者
に

つ
い

て
は

別
に

5％
の

住
民

税
も

課
さ

れ
ま

す
。

※
こ

れ
に

加
え

て
、平

成
25

年
1月

1日
か

ら
平

成
49

年
12

月
31

日
ま

で
の

25
年

間
に

生
じ

た
所

得
に

つ
い

て
は「

復
興

特
別

所
得

税
」と

し
て

所
得

税
額

の
2.

1％
が

徴
収

さ
れ

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
ま

す
。詳

し
く

は
、P

6を
ご

覧
く

だ
さ

い
。

損
失
は
3年
間
の
繰
越
控
除
が
可
能

居
住

者
又

は
国

内
に

恒
久

的
施

設
を

有
す

る
非

居
住

者
が

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
の

差
金

等
決

済
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
り

年
間

を
通

じ
て

損
失

と
な

っ
た

と
き

は
、そ

の
損

失
の

金
額

を
翌

年
か

ら
3年

間
に

わ
た

っ
て

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
よ

る
所

得
の

金
額

か
ら

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

〔
繰
越
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
〕

繰
越

控
除

の
適

用
を

受
け

る
に

は
、損

失
が

生
じ

た
年

分
の

所
得

税
に

つ
い

て
、当

該
損

失
の

金
額

に
関

す
る

明
細

書
等

が
添

付
さ

れ
た

確
定

申
告

書
を

提
出

し
、か

つ
、そ

の
後

の
繰

越
期

間
中

連
続

し
て

確
定

申
告

書
を

提
出

す
る

こ
と

が
必

要
で

す
。ま

た
、控

除
を

受
け

よ
う

と
す

る
年

分
の

確
定

申
告

書
に

は
、繰

越
控

除
を

受
け

る
金

額
の

計
算

に
関

す
る

明
細

書
等

一
定

の
書

類
を

添
付

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

〔
損
失
の
繰
越
控
除
の
例
〕

年
　

数
損

　
益

解
　

　
　

　
　

　
　

説

－
70
万
円

＋
30
万
円

＋
11
0万
円

取
引
な
し

－
40
万
円

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

5年
目

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

5年
目

－
40
万
円

－
70
万
円

＋
30
万
円

±
0

＋
11
0万
円

年
間

で
は

損
失

と
な

り
、所

得
は

な
か

っ
た

こ
と

と
な

り
ま

す
。納

税
の

た
め

の
申

告
は

不
要

で
す

が
、翌

年
以

降
に

損
失

を
繰

り
越

し
て

控
除

を
受

け
る

た
め

に
は

、損
失

の
確

定
申

告
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

1年
目

に
同

じ
。

1年
目

の
損

失
の

う
ち

30
万

円
を

控
除

で
き

ま
す

。そ
の

結
果

課
税

所
得

は
ゼ

ロ
と

な
り

ま
す

。

取
引

な
し（

繰
越

控
除

の
適

用
を

受
け

る
た

め
に

は
、毎

年
連

続
し

て
確

定
申

告
書

を
提

出
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。）
2年

目
の

損
失

70
万

円
を

繰
越

し
て

11
0万

円
か

ら
控

除
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。（
1年

目
の

損
失

の
う

ち
ま

だ
繰

越
控

除
し

て
い

な
い

も
の

が
10

万
円

残
っ

て
い

ま
す

が
、既

に
3年

経
過

し
て

し
ま

っ
て

い
る

の
で

こ
の

10
万

円
に

つ
い

て
は

繰
越

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
ま

せ
ん

。）
そ

の
結

果
、当

年
の

課
税

所
得

は
40

万
円

と
な

り
、税

率
は

20
％

で
す

か
ら

、納
税

額
は

8万
円

と
な

り
ま

す
。

－
 2

 －
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デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
所
得
の
計
算

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

を
差

金
等

決
済

し
た

こ
と

に
よ

り
生

じ
た

売
買

差
損

益
金

か
ら

委
託

手
数

料
及

び
手

数
料

に
係

る
消

費
税

な
ど

そ
の

取
引

に
直

接
要

し
た

費
用

の
額

を
控

除
し

た
損

益
金

額
を

年
間 （

暦
年

＝
1月

1日
か

ら
12

月
31

日
）で

通
算

し
、さ

ら
に

繰
越

控
除

で
き

る
デ

リ
バ

テ
ィブ

取
引

に
よ

る
損

失
が

あ
る

と
き

は
そ

の
損

失
の

額
を

控
除

し
て

な
お

利
益

が
生

じ
た

と
き

に
そ

の
利

益
が

課
税

対
象

所
得

と
な

り
ま

す
。

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
に

よ
る

所
得

は
、差

金
等

決
済

に
よ

り
生

じ
た

損
益

に
よ

っ
て

計
算

し
ま

す
の

で
、損

益
金

の
支

払
い

が
あ

っ
た

か
ど

う
か

に
は

関
係

し
ま

せ
ん

。
ま

た
、決

済
を

し
て

い
な

い
取

引
の

含
み

損
益（

値
洗

い
損

益
）は

課
税

対
象

に
は

な
り

ま
せ

ん
。差

金
等

決
済

に
よ

り「
実

現
し

た
損

益
」に

よ
っ

て
所

得
を

計
算

し
ま

す
。で

す
か

ら
、年

末
に

値
洗

い
益

が
あ

っ
て

も
値

洗
い

損
が

あ
っ

て
も

、年
間

の
所

得
に

は
関

係
あ

り
ま

せ
ん

。

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
所
得
の
計
算

オ
プ

シ
ョ

ン
取

引
の

場
合

、受
払

い
し

た
プ

レ
ミ

ア
ム

代
金

か
ら

委
託

手
数

料
な

ど
を

控
除

し
た

年
間

の
損

益
金

額
を

通
算

し
た

も
の

が
課

税
対

象
の

所
得

と
な

り
ま

す
。

オ
プ

シ
ョ

ン
取

引
の

損
益

は
、オ

プ
シ

ョ
ン

の
転

売
又

は
買

戻
し

、権
利

行
使

又
は

被
権

利
行

使
、買

方
の

権
利

放
棄（

満
期

日
）の

い
ず

れ
か

の
時

点
で

確
定

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

（
例

え
ば

、オ
プ

シ
ョ

ン
を

買
っ

た
場

合
、買

っ
た

時
点

で
プ

レ
ミ

ア
ム

を
支

払
い

ま
す

が
、そ

の
時

点
で

は
損

益
は

確
定

せ
ず

、そ
の

オ
プ

シ
ョ

ン
を

転
売

す
る

か
、権

利
行

使
す

る
か

、権
利

行
使

せ
ず

満
期

日
が

到
来

し
た

時
点

で
損

益
が

確
定

す
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。）

な
お

、 権
利

行
使

に
よ

り
取

得
し

た
原

市
場

に
お

け
る

建
玉

は
、そ

れ
が

差
金

等
決

済
さ

れ
た

と
き

に
損

益
が

発
生

し
ま

す
。

無
し

受
取

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金
̶

支
払

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

支
払

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

支
払

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

未
発

生

損
益

確
定

損
失

確
定

損
失

確
定

新
規

買
い

転
売

権
利

行
使

権
利

放
棄（

満
期

日
）

オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
っ
た
場
合

無
し

受
取

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金
̶

支
払

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

受
取

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

受
取

プ
レ

ミ
ア

ム
代

金

未
発

生

損
益

確
定

利
益

確
定

利
益

確
定

新
規

売
り

買
戻

し

権
利

行
使

を
受

け
た

時

買
方

の
権

利
放

棄（
満

期
日

）

オ
プ
シ
ョ
ン
を
売
っ
た
場
合

オ
プ

シ
ョ

ン
売

買
の

別
新

規
・

仕
切

り・
権

利
行

使
関

係
損

　
益

算
　

　
式

A
商
品

決
済

15
0万
円
の
利
益

B
商
品

決
済

10
0万
円
の
利
益

C
商
品

決
済

10
0万
円
の
損
失

ト
ー
タ
ル

15
0万

円
の
利
益

申
告
分
離
課
税

30
万
円

確 定 申 告

－
 3

 －

互
い
に
損
益
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
つ
い
て

損
益

通
算

が
で

き
る

取
引

は
、以

下
の

通
り

で
す

。
①

国
内

の
商

品
取

引
所

に
お

け
る

商
品

先
物

取
引

、商
品

指
数

等
先

物
取

引
、商

品
先

物
オ

プ
シ

ョ
ン

取
引

　（
例：

金
、金

ミ
ニ

、白
金

、白
金

ミ
ニ

、ガ
ソ

リ
ン

、原
油

、ゴ
ム

、一
般

大
豆

、と
う

も
ろ

こ
し

、コ
メ

等
）

②
国

内
の

証
券

取
引

所
に

お
け

る
有

価
証

券
先

物
取

引
、有

価
証

券
指

数
等

先
物

取
引

、有
価

証
券

オ
プ

シ
ョン

取
引

　（
例：

日
経

22
5先

物
取

引
、同

オ
プ

シ
ョ

ン
取

引
等

）
③

国
内

の
証

券
取

引
所

又
は

金
融

取
引

所
に

お
け

る
金

利
先

物
取

引
、外

国
為

替
証

拠
金

取
引（

FX
取

引
）、

カ
バ

ード
ワ

ラ
ント

(例
：く

り
っ

く
36

5、
大

証
ＦＸ

、ユ
ー

ロ
円

3ヵ
月

金
利

先
物

等
)

④
店

頭
商

品
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引（
金

、石
油

、穀
物

等
の

商
品

を
原

資
産

と
す

る
取

引
）、

店
頭

金
融

商
品

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引（

通
貨

、金
利

、有
価

証
券

等
の

金
融

商
品

を
原

資
産

と
す

る
取

引
）、

店
頭

カ
バ

ード
ワ

ラ
ント

（
金

融
商

品
等

を
原

資
産

と
す

る
オ

プ
シ

ョ
ン

を
証

券
化

し
た

取
引

）
（

例：
商

品
C

FD
取

引
、店

頭
証

券
C

FD
取

引
、店

頭
FX

取
引

）

　
上

記
の

所
得

以
外

の
所

得（
例

え
ば

、株
式

の
現

物・
信

用
取

引
、商

品
フ

ァ
ンド

、外
国

の
商

品
取

引
所

の
先

物
取

引
な

ど
に

よ
る

所
得

）と
の

損
益

通
算

は
で

き
ま

せ
ん

。

複
数
の
商
先
業
者
で
行
っ
た
取
引
は
通
算
し
て
所
得
を
算
定
し
ま
す
。

複
数

の
商

先
業

者
で

取
引

を
行

っ
た

場
合

は
、す

べ
て

の
取

引
の

年
間

の
損

益
を

通
算

し
て

、デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
か

ら
生

じ
る

所
得

を
算

定
し

ま
す

。

例
え

ば
、年

間
の

損
益

が
A

社
に

お
い

て
＋

50
万

円
、B

社
に

お
い

て
－

60
万

円
、C

社
に

お
い

て
＋

90
万

円
で

あ
っ

た
場

合
、そ

の
人

の
先

物
取

引
に

か
か

る
年

間
の

所
得

は
80

万
円

と
い

う
こ

と
に

な
り

ま
す

。

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

取
引
所
取
引

A
社

＋
50
万
円

B
社

－
60
万
円

C
社

＋
90
万
円

年
間

の
所

得

80
万
円

年
間

の
損

益

商
品

先
物

取
引

 
＋

50
0万

円

有
価

証
券

先
物

取
引

 ▲
12

0万
円

外
国

為
替

証
拠

金
取

引
（

ＦＸ
取

引
） 

▲
20

0万
円

　
　

　
　

　
　

　
合

計
 ＋

18
0万

円

店
頭
取
引

商
品

Ｃ
Ｆ

Ｄ
取

引
 ＋

10
0万

円

証
券

Ｃ
Ｆ

Ｄ
取

引
 ▲

12
0万

円

外
国

為
替

証
拠

金
取

引
（

ＦＸ
取

引
） 

▲
10

0万
円

　
　

　
　

　
　

　
合

計
 ▲

12
0万

円

損
益

通
算

　
＋

60
万

円

－
 4

 －
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氏
名
・
住
所
の
告
知
と
確
認

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
を

行
う

顧
客

は
、取

引
の

差
金

等
決

済
を

す
る

日
ま

で
に

、そ
の

差
金

等
決

済
の

都
度

、商
先

業
者

に
氏

名
及

び
住

所
を

告
知

す
る

と
と

も
に

、住
民

票
の

写
し

等
の

本
人

確
認

書
類

を
提

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

と
な

り
、商

先
業

者
は

そ
の

提
示

さ
れ

る
書

類
に

よ
り

顧
客

の
本

人
確

認
を

行
い

ま
す

。

法
人
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
税
務

法
人

が
行

っ
た

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
の

損
益

は
、次

に
よ

り
法

人
税

が
課

さ
れ

ま
す

。

差
金
等
決
済
に
よ
る
損
益

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

の
差

金
等

決
済

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
損

益
は

、当
該

差
金

等
決

済
を

行
っ

た
日

の
属

す
る

事
業

年
度

の
益

金
又

は
損

金
に

算
入

し
ま

す
。デ

リ
バ

テ
ィブ

取
引

の
売

付
け・

買
付

け
、転

売
・買

戻
し

に
係

る
委

託
手

数
料

及
び

そ
の

他
の

費
用

の
額

は
、そ

の
支

払
を

行
っ

た
日

の
属

す
る

事
業

年
度

の
損

金
の

額
に

算
入

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

期
末
に
お
い
て
未
決
済
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
利
益
相
当
額
・
損
失
相
当
額

期
末

に
お

い
て

決
済

さ
れ

て
い

な
い

取
引

に
つ

い
て

は
、期

末
時

点
で

決
済

を
行

っ
た

も
の

と
み

な
さ

れ
、そ

こ
で

発
生

す
る

利
益

相
当

額
又

は
損

失
相

当
額

は
、そ

の
事

業
年

度
の

益
金

又
は

損
金

に
算

入
さ

れ
ま

す
。こ

の
場

合
、利

益
相

当
額

又
は

損
失

相
当

額
は

、事
業

年
度

終
了

日
に

お
け

る
取

引
所

の
最

終
価

格
等

で
決

済
し

た
こ

と
とし

て
計

算
さ

れ
る

差
金

に
基

づ
く

額
と

な
り

ま
す

。ま
た

、期
末

に
計

上
さ

れ
た

利
益

相
当

額
又

は
損

失
相

当
額

は
、翌

期
首

に
お

い
て

戻
入

れ
処

理
が

行
わ

れ
ま

す
。

ヘ
ッ
ジ
会
計
を
利
用
し
て
い
る
場
合
の
繰
延
ヘ
ッ
ジ
利
益
・
損
失

企
業

が
ヘ

ッ
ジ

目
的

で
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
を

利
用

し
た

場
合

、デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

は
時

価
評

価
さ

れ
る

の
に

対
し

、ヘ
ッ

ジ
対

象
で

あ
る

資
産

・負
債

は
原

価
評

価
さ

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。こ

の
よ

う
な

損
益

認
識

時
点

の
ず

れ
を

一
致

さ
せ

よ
う

と
す

る
会

計
手

法
を「

ヘ
ッ

ジ
会

計（
繰

延
ヘ

ッ
ジ

会
計

）」
と

い
い

ま
す

。
会

計
上

、繰
延

ヘ
ッ

ジ
会

計
が

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、原
則

とし
て

税
法

上
も

同
様

の
取

扱
い

が
認

め
ら

れ
て

お
り

、繰
り

延
べ

た
金

額
は

損
金

・
益

金
とし

て
計

上
さ

れ
ま

せ
ん

。

な
お

、デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
をし

た
者

が
、商

先
業

者
と

の
間

で
デ

リ
バ

テ
ィブ

取
引

の
委

託
等

の
契

約
を

締
結

す
る

際
に

一
定

の
告

知
及

び
本

人
確

認
を

行
っ

て
い

る
と

き
は

、当
該

契
約

に
基

づ
く

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
の

差
金

等
決

済
に

つ
き

告
知

が
あ

っ
た

も
の

とし
て

取
り

扱
い

ま
す

。
た

だ
し

、住
所

等
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
、あ

ら
た

め
て

告
知

及
び

確
認

書
類

の
写

し
の

提
示

が
必

要
と

な
り

ま
す

。

（
注

）デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

を
行

う
法

人
顧

客
に

つ
い

て
も

、個
人

の
場

合
と

同
様

に
、商

先
業

者
に

当
該

法
人

の
名

称
及

び
住

所
を

告
知

す
る

と
と

も
に

、商
先

業
者

は
そ

の
提

示
さ

れ
た

書
類

に
よ

り
当

該
法

人
の

本
人

確
認

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。

［「
確
認
書
類
」と
す
る
こ
と
が
で
き
る
主
な
も
の
］

●
住

民
票

の
写

し
、住

民
票

の
記

載
事

項
証

明
書

、戸
籍

の
附

票
の

写
し

、印
鑑

証
明

書
、

住
民

基
本

台
帳

カ
ード

●
健

康
保

険
被

保
険

者
証

、国
民

年
金

手
帳

●
運

転
免

許
証

、旅
券（

パ
ス

ポ
ート

）
●

外
国

人
登

録
証

明
書

●
国

税
・

地
方

税
の

領
収

証
書

、納
税

証
明

書
、社

会
保

険
料

の
領

収
証

書
そ

の
他

財
務

省
令

で
定

め
る

も
の

1 2 3ご
参
考

詳
細

は
税

理
士

に
ご

相
談

下
さ

い
。

－
 5

 －

東
日

本
大

震
災

か
ら

の
復

興
の

た
め

の
施

策
を

実
施

す
る

の
に

必
要

な
財

源
を

確
保

す
る

特
別

措
置

とし
て

、「
復

興
特

別
所

得
税

」が
創

設
さ

れ
まし

た
。

1.
 措

置
期

間
、課

税
対

象
、税

額
　

⑴
措

置
期

間
　

　
平

成
25

年
1月

1日
か

ら
平

成
49

年
12

月
31

日
ま

で（
25

年
間

）
　

⑵
課

税
対

象
　

　
上

記
期

間
内

の
個

人
の

所
得

税
額

　
⑶

税
　

額
　

　
所

得
税

額
に

2.
1％

乗
じ

て
得

ら
れ

た
額

2.
 税

額
算

出
の

例
例

え
ば

、個
人

の
方

が
行

っ
た

デ
リ

バ
テ

ィブ
取

引
か

ら
得

ら
れ

た
所

得
が

50
万

円
で

あ
る

場
合

、当
該

所
得

に
係

る
復

興
特

別
所

得
税

は
以

下
の

よ
う

に
し

て
算

出
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
所

　
得

　
税

　
額

 ＝
 5

0万
円

 ×
 1

5％
 ＝

 7
万

5千
円

住
　

民
　

税
　

額
 ＝

 5
0万

円
 ×

 5
％

 
＝

 2
万

5千
円

復
興

特
別

所
得

税
 ＝

 7
.5

万
円

 ×
 2

.1
％

 ＝
 1

,5
75

円（
新

設
）

●
住

民
税

等
の

地
方

税
は

対
象

と
な

り
ま

せ
ん

。

3.
 留

意
す

べ
き

点
所

得
税

額
が

課
税

対
象

と
な

る
こ

と
か

ら
、現

行
税

法
に

設
け

ら
れ

て
い

る
10

の
所

得
（

利
子・

配
当・

不
動

産・
事

業・
給

与・
譲

渡・
一

時・
雑・

山
林・

退
職

の
各

所
得

）か
ら

生
じ

る
所

得
税

全
般

に
2.

1％
の

税
金

が
課

せ
ら

れ
る

こ
と

に
な

り
ま

す
。

20
15

.1
0

－
 6

 －

復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て

日
本
商
品
先
物
振
興
協
会

〒
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3－
00

12
　

東
京

都
中

央
区

日
本

橋
堀

留
町

1－
10

－
7 

 東
京

商
品

取
引

所
ビ

ル
4階

 
TE

L 
03

－
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64
－
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31

　
FA

X
 0

3－
36

64
－

57
33

 h
ttp

:/
/w

w
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J
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E
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IN
D

U
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R
Y

 A
S

S
O

C
IA

TI
O

N

詳
細

は
税

理
士

等
の

専
門

家
ま

た
は

課
税

当
局

に
ご

確
認

下
さ

い
。
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東
京

都
中

央
区

日
本

橋
堀

留
町

○
－

○
－

○
☎

 0
3-

12
34

-5
67

8 
 F

A
X 

03
-1

23
4-

56
78

W
W

W
.t

ra
di

ng
 fu

tu
re

s.
co

m
大

阪
支

店
：

京
都

府
左

京
区

○
○

○
○

○
○

○
○

○
京

都
支

店
：

大
阪

市
中

央
区

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

世
界
は
金
の
魅
力
で

あ
ふ
れ
て
い
る

日
本
商
品
取
引
先
物
振
興
協
会
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自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

平成27年度事業報告書

平
成
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年
度
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報
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平
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28
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月

日
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協
会
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